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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年10月16日（金）午後１時30分から午後２時10分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕               　　　　　 ２番　滝本　多美子 
４番　南　昌男（会長）　　　　　　　　　　５番　川口　智之
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（２名）

３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第15号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　報告第24号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第25号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第26号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加 　　　　　　　　　 　事務局長代理　川原　祐
　　係長　　　津川　育大　　　　　　　　　　  職員　　　阪本　一彦
　　職員　　  谷内　奈央
　　
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
　議長（南会長）　ただいまより、10月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員２名が欠席でございます。委員17名のうち15名が出席し、　　　出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第15号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第15号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請とはどういったものかと言いますと、例えば、農地を親族の方に贈与し、譲り受けた後も農地として耕作する場合や、親族以外の方に売却し、譲り受けた後も農地として耕作する場合、あるいは、農地を農地のまま使用するため、農地所有者以外の者が貸したり借りたりする場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会が農地法第３条第１項による申請があった場合には、本日の委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをする等、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
その許可要件の判断基準については、主に３つございまして、まず全部効率利用要件があり、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取得後に、耕作することが見込まれるかどうか、また現在所有されている、あるいは借りている農地が遊休農地になっていないか、無断転用していないか等を確認し、今後その者が所有及び借受している農地のすべてを耕作されるかどうかを判断するものでございます。
２つ目に、農作業常時従事要件について、譲受人の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
そして３つ目に、地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第15号　件番１朗読）
件番１につきましては、９月29日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、大阪府が管理する寝屋川公園内の第二野球場がございますが、そこ
から水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。
今後、土地区画整理事業が行われる前に贈与しておきたいということで申請がありました。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件については、本市で所有されている農地に遊休農地又は無断転用がないことを現地確認しております。また、交野市において所有されている農地については、遊休農地又は無断転用がないことを交野市農業委員会に確認していることから、要件を満たしています。
次に農作業常時従事要件について、本件の譲受人は、年間180日、贈与後も耕作される譲渡人は250日耕作されていることから、要件を満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具の保有状況について、トラクター２台、コンバイン１台、乾燥機２台、籾摺機１台、田植え機１台を所有されています。
通作距離について、自宅から申請地まで約1.5km、軽トラックで10分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
（議案第15号　件番２朗読）
次に件番２につきましても、９月29日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人から聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、府道15号八尾茨木線沿い西側、スーパーマーケットの東側でございます。
本件については、譲受人のうち１名が申請農地の持分10分の４を所有されており、残りの持分10分の６は譲渡人の４名の者が所有されているところを、今後耕作されていく譲受人のお二方で、持分２分の１ずつ所有したいということで申請がありました。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件について、譲受人のうち１名が所有されている対馬江西町の農地が遊休農地又は無断転用でないことは、現地確認をしていることから要件を満たしています。また、もう１名は現在、農地を所有していません。
次に農作業常時従事要件について、譲受人お二方ともに年間150日従事されるということですので、要件を満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具は所有されておらず、通作距離については、譲受人のうち１名は約0.2㎞、徒歩で５分、もう１名は約５㎞、車で20分程ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

件番１については、９月29日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人に聴聞を行いました。
農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　９月29日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人に聴聞を行いました。
本件の寝屋川公園地区については、今後、土地区画整理事業が行われるという動きを踏まえて、親子間で贈与が行われています。
土地区画整理事業で市街化区域内に編入される前の土地の評価が低いうち　に、次の代へ農地を渡しておきたいというもので、本件については、ご主人から奥さんの所有名義に移しておこうというものです。
　　　　　　　　　許可については問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。次に件番２についても９月　　29日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人に聴聞していますので、農地調整委員長から説明をお願いします。
　農地調整委員長　件番２についても、農地調整委員会で審議いたしました。
　　　　　　　　　本件は４人の共有名義になっているものを、２人の共有名義にするものです。
　　　　　　　　　許可については問題ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。次に報告第24号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第24号の説明をさせていただく前に、農地の転用について、ご説明させていただきます。
農地法において、農地を農地以外にする場合には、知事の許可が必要となります。本市においては、知事から市長が事務委任を受け、市長は農業委員会会長へ事務委任していますので、寝屋川市内の農地の転用については、全て農業委員会会長が許可することとなっております。なお、農地法で市街化調整区域と市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
本市においては、昭和44年頃に市街化調整区域と市街化区域の線引きが始まりました。当時、一団の農地が集まっていて今後も農地を残していこうという区域を市街化調整区域として指定し、住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域を市街化区域として指定しました。
報告第24号と次の報告第25号は、いずれも市街化区域内の農地転用の届出があったもので、報告第24号は農地法第４条によるもの、報告第25号は農地法第５条によるものでございます。
農地法第４条は、農地の所有者が農地を農地以外のものに利用していくもので、例えば、自身の一戸建て住宅や共同住宅に利用、あるいは、駐車場や資材置場等として利用する場合に、農地法第４条の届出を行います。また、農地法第５条では、農地法第４条と同様に農地以外にする場合ですが、農地法第５条は農地転用と併せて、農地の所有権を他人に売り渡す場合や、農地の所有権はそのままに、貸借をする場合に農地法第５条の届出を行うものです。具体的に、農地所有者等から農地転用の届出があった場合には、届出があった農地の地区担当委員と事務局で日程調整し、現地確認を行います。現地確認では、付近農地の耕作に問題がないか等を確認します。例えば、農業用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。問題がなければ、事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となります。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。具体的な説明を事務局が行い、その後、地区担当委員から現地確認の説明を行う流れとなり、委員の皆さんからご質問等をお聞きするということになります。
それでは、報告第24号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第24号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市営明和住宅の南側、國守神社北側でございます。
本件は９月６日に受付を行い、地区担当委員と９月13日に現地確認し、９月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。既に一戸建て住宅が建っており、昭和53年頃に宅地造成した際に、届出を失念していたとのことで、経過書が提出されています。
雨水排水については、東側の道路側溝へ放流されています。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。件番１については、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、既に一戸建て住宅が建っており、農地転用の届出を忘れていたようです。転用漏れということで、致し方ないかと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第25号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第25号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第25号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は仁和寺地区にございます葬儀場の北側にございます。
本件は８月25日に受付を行い、地区担当委員の承諾の上、８月30日に事務局のみで現地確認行い、９月８日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。先代の頃から譲受人が譲渡人のに当該地を借りて耕作されていましたが、５月に賃貸借契約を合意解約され、生産緑地の指定も解除されました。離作補償として当該地を譲渡され、自宅の庭敷地にされるということで届出がありました。雨水排水については、南側の側溝に放流されます。
（報告第25号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は先ほど報告第24号の件番１でご説明しました案件の付近で、國守神社の北東側にございます。
本件は９月12日に受付を行い、９月13日に地区担当委員と現地確認行い、９月26日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりです。登記上の面積は1,034㎡ですが、実際は313㎡だそうです。現況は既に雑種地のようになっておりますが、住宅を建てられるということで届出があり、経過書を提出されております。
雨水排水に関しては、水路へ放流されます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員のから説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおり、問題ないかと思います。
　
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第26号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　案件のご説明前に、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についてご説明いたします。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
（報告第26号　件番１朗読）

件番１について、場所は市立第九中学校の東側でございます。
８月23日に証明願があり、８月25日に事務局において現地確認を行い、９月８日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
（報告第26号　件番２朗読）

件番２について、場所は市立田井小学校の西側でございます。
９月４日の農地パトロールで現地確認しており、９月５日に証明願があり、９月15日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
（報告第26号　件番３朗読）

件番３について、場所は高宮地区の第二京阪道路の北西側の住宅街にございます。
９月15日に証明願があり、９月20日に事務局にて現地確認をし、９月29日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。身体の故障ということで、脈が不規則になる不整脈の病気の一つである心房細動と高血圧の診断書が提出されております。
（報告第26号　件番４朗読）

件番４について、場所は件番３の隣接地と市立第一中学校横の五藤ヶ池の西側の農地でございます。
同じく９月15日に証明願があり、９月20日に事務局にて現地確認を行い、９月29日に会長専決により証明いたしました。
身体の故障ということで、手や指の複数の関節に痛みが生じる両手指多発性関節炎の診断書が提出されております。
　議長　　　　　　ただいま、件番１から４について、事務局から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、本日の議案・報告は以上となります。
事務局から連絡事項があれば説明をお願いします。
　事務局　　　　　「農業委員会に求められる役割と女性協議会の活動」について説明。
　
　議長　　　　　　以上をもちまして、10月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時10分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和５年10月16日
寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
